
「こどもの自殺対策緊急強化プラン」 令和６年度予算概算要求等

・ 警察や消防、学校や教育委員会、地方自治体等が保有する
自殺統計及びその関連資料を集約し、多角的な分析を行うため
の調査研究の実施

・ こどもの自殺に関する情報を集約し、多角的に分析するための
調査研究の実施 0.2億円 【こども家庭庁】

・ 学校等における児童生徒等の自殺又は自殺の疑いのある事案
についての基本調査・詳細調査の実施。国における調査状況の
把握・公表

・ 今年度から新たに都道府県等に対して基本調査の実施状況等に
ついて調査を実施中。【文部科学省】

・ すべての児童生徒が「SOSの出し方に関する教育」を年１回
受けられるよう周知するとともに、こどものＳＯＳをどのよう
に受け止めるのかについて、教員や保護者が学ぶ機会を設定

・ 自殺予防教育の指導モデル開発に向けた調査研究の実施
13億円の内数 【文部科学省】

・ 地域自殺対策強化交付金により、地方自治体によるゲートキー
パー養成研修実施を支援 46億円の内数【厚生労働省】

・ 「心の健康」に関して、発達段階に応じて系統性をもって指
導。「心の健康」に関する啓発資料の作成・周知

・ 学習指導要領に基づく指導の充実を促進（啓発資料の作成・周
知については、令和５年度事業にて実施）【文部科学省】

・ １人１台端末の活用等による自殺リスクの把握のための、
システムの活用方法等を周知し、全国の学校での実施を目指す。
科学的根拠に基づいた対応や支援のための調査研究

・ １人１台端末等を活用した「心の健康観察」の全国の学校での
導入を推進 ６億円 【文部科学省】

・ 自殺リスク含む支援が必要なこどもや家庭を早期に把握・支
援するため、個人情報の適正な取扱いを確保しながら、教育・
保健・福祉などの情報・データを分野を超えた連携に取り組む。

・ 潜在的に支援が必要なこどもをプッシュ型・アウトリーチ型支
援につなげるための情報・データ連携に係る実証事業の実施

3.5億円の内数【こども家庭庁】

・ 公立小学校、中学校等でのスクールカウンセラーやスクール
ソーシャルワーカー等の配置促進

・ スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカーの配置充
実 90億円 【文部科学省】

令和６年度予算概算要求におけるこどもの自殺対策関連予算の状況について

こどもの自殺の要因分析

〇 本年６月に、「こどもの自殺対策に関する関係省庁連絡会議」（議長：こども政策担当大臣）において、とりまとめが行われた、
「こどもの自殺対策緊急強化プラン」に基づく取組を進めるため、以下のとおり、各省庁において令和６年度予算概算要求を行っている。

自殺予防に資する教育や普及啓発等

自殺リスクの早期発見
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「こどもの自殺対策緊急強化プラン」 令和６年度予算概算要求等

・ 「孤独・孤立相談ダイヤル」（#9999）の試行事業の実施 ・「孤独・孤立相談ダイヤル」（#9999）の試行事業は令和4年度の予備
費・補正予算で実施。 【内閣官房】

・ LINEやウェブチャット・孤立相談等のSNSを活用した相談
体制の強化

・ 孤独・孤立対策ウェブサイトの18歳以下を対象としたこども向け専
用ページやチャットボット等により、相談先の案内など声を上げやす
くするための情報発信に取り組む 0.3億円【内閣府】
※デジタル一括計上予算として要求

・ 地域自殺対策強化交付金により、地方自治体及び民間団体が行うSNSを活
用した相談体制を強化 46億円の内数【厚生労働省】

・ 多職種の専門家で構成される「若者の自殺危機対応チーム」
を都道府県等に設置し、自殺未遂歴や自傷行為の経験等がある
若者など市町村等では対応が困難な場合に、助言等を行うモデ
ル事業の拡充。その上で、危機対応チームの全国展開を目指す。

・ 地域自殺対策強化交付金等により、こども・若者の自殺危機対応チー
ムによる支援者支援を更に推進

52億円の内数【厚生労働省】

・ 不登校児童生徒への教育機会の確保のための関係機関の連携
体制の整備や、不登校特例校の設置促進・充実

・「誰一人取り残されない学びの保障に向けた不登校対策（COCOLOプラ
ン）」に基づき、不登校特例校や校内教育支援センターの設置促進等
を実施 114億円【文部科学省】

・ 地域における遺児等の支援活動の運営の支援 ・ 地域自殺対策強化交付金により、自死遺族団体に対する活動支援を実
施 46億円の内数【厚生労働省】

・ こども家庭庁の自殺対策室の体制強化、関係省庁と連携した
啓発活動

・ 指定調査研究等法人における必要な情報収集・調査分析を実施する
体制強化

・ 専任の管理職及び職員の配置（組織・定員要求）【こども家庭庁】

・ 自殺予防週間や自殺対策強化月間に向けて、関係省庁と連携した、
中・高校生向けの広報啓発活動の実施 0.7億円【こども家庭庁】

・ 調査研究等業務交付金により、自殺対策に関する調査研究等の体制を
強化 6.0億円の内数【厚生労働省】

・ 「こども若者★いけんぷらす」によるこどもの意見の公聴、
制度や政策への反映（支援につながりやすい周知の方法も含
む）

・ 小学生から20代までのこども・若者から、こども施策に対する意見
を聞く、こども・若者意見反映推進事業（通称：こども若者★いけん
ぷらす）の実施 1.9億円の内数【こども家庭庁】

・ 関係閣僚によるゲートキーパー研修の受講及び全国の首長に
向けた受講呼びかけメッセージの作成

・ 地域自殺対策強化交付金により、地方自治体によるゲートキーパー養
成研修実施を支援（再掲） 46億円の内数【厚生労働省】

電話・ＳＮＳ等を活用した相談体制の整備

自殺予防のための対応

遺されたこどもへの支援

こどもの自殺対策に関する関係省庁の連携及び体制強化等



参考資料
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こども家庭庁関係
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こどもの自殺対策の推進について

○ 小中高生の自殺者数は、近年増加傾向が続き、令和４年では、514人と令和２年の499人を超え過去最多となっており、こども

の自殺対策に関し、関係省庁の知見を結集し、総合的な施策を推進するために、本年４月より「こどもの自殺対策に関する関係省

庁連絡会議」 （議長：こども政策担当大臣）を開催。

〇 関係省庁連絡会議においては、有識者・当事者からのヒアリングを実施した上、本年６月には、こどもの自殺対策の強化に関す

る施策を「こどもの自殺対策緊急強化プラン」として、とりまとめを行った。

〇 こうしたことを踏まえ、こども家庭庁としても、こどもの自殺の要因分析のため、自殺に関する情報の集約・分析に関する調査

研究に取り組むほか、自殺予防や自殺対策に関する広報啓発を積極的に実施していく。

１．調査研究 （こども政策推進事業委託費：20百万円）

〇 警察や消防、学校や教育委員会、地方自治体等が保有する自殺統計及びその関連資料を集約し、多角的な分析を行うための調査

研究を実施。

※ 令和５年度から情報の集約・分析を開始するが、その際に得られた知見・課題等を踏まえ、令和６年度も継続して、多角的な
分析等を行う。

２．広報啓発活動（こども政策推進事業委託費：70百万円）

○ 自殺予防週間（９月10～16日）や、自殺対策強化月間（3月）に向けて、中学生や高校生に訴求力のあるコンテンツの作成・

発信等を行い、関係省庁と連携した広報啓発活動に取り組む。

１．施策の目的

２．施策の内容

３．実施主体等

【実施主体】 民間団体に委託の上、実施

【補助割合】 定額（国：10/10相当）

【こども家庭庁】

令和６年度概算要求額 90 百万円（令和５年度予算：０円）



潜在的に支援が必要なこどもをプッシュ型・アウトリーチ型支援につなげるための情報・データ連携に係る実証事業

○ 地方公共団体における、教育や福祉等のデータを分野を越えて連携させることを通じて支援が必要なこどもや家庭
を把握し、プッシュ型・アウトリーチ型の支援につなげる取組（こどもデータ連携）を推進する。

１．施策の目的

２．施策の内容

３．資金の流れ

１．地方公共団体における実証事業

地方公共団体における、こどもや家庭に関する教育や福祉等のデータを分野を越えて連携させることを通じて、個
人情報の適正な取扱いを確保しながら、支援が必要なこどもや家庭を把握し、プッシュ型・アウトリーチ型の支援に
つなげる取組（こどもデータ連携）の実証事業を実施する。

２．調査研究事業

①ガイドラインの改訂
ガイドラインについて、全国の地方公共団体の取組により資するよう、１．の地方公共団体における実証事業等

を踏まえた改訂を行う。

②取組の推進にあたっての課題整理・対応
地方公共団体の基幹業務システムの統一・標準化との対応関係や、個人情報の適正な取扱いの確保等、より多く

の地方公共団体がこどもデータ連携に取り組むにあたっての課題を調査・整理し、対応方策等を検討する。

国

委託業者（実証事業）

委託業者（調査研究）

事業経費

令和６年度概算要求 3.50億円＜うち推進枠3.50億円＞（0億円）※（）内は前年度当初予算額



〇 こども基本法において、年齢や発達の程度に応じたこどもの意見表明機会の確保・こどもの意見の尊重が基本
理念として掲げられるとともに、こども施策の策定等に当たって、こどもの意見の反映に係る措置を講ずることを
国や地方自治体に対し義務付ける規定が設けられた。こども家庭庁は、その任務として、こどもの意見の尊重を掲
げ、こどもの意見が積極的かつ適切にこども政策に反映されるよう取り組むこととしている。
〇 こども家庭庁設置法に対する附帯決議においては、こどもや若者の意見を把握するために、特定の手段による
ことなく多様な手法を検討・活用するとともに、こどもや若者が意見を表明しやすい環境整備に向けて、地方自治
体、教育機関その他の関係機関などと緊密に連携することとされている。
〇 このため、こども政策の決定過程におけるこども・若者の意見反映を推進するよう、各府省庁やこども家庭庁
が施策を進めるに当たってこども・若者から意見を聴くための仕組みを設け、多様な手法を組み合わせながら、こ
ども・若者からの意見聴取を実施する。

２ 事 業 の 概 要 ・ ス キ ー ム

１ 事 業 の 目 的

こ ど も ・ 若 者 意 見 反 映 推 進 事 業

令和６年度概算要求 １．８５億円＜うち要望枠：０．17億円＞（1.78億円）※（）内は前年度当初予算額

〇 こども・若者意見反映推進事業（通称：こども若者★いけんぷらす）の実施

（１）政策決定過程においてこども・若者の意見を反映させるため、各府省庁やこども家庭庁が示すこども・若者に関連するテーマやこ
ども・若者自身が意見をしたいテーマに関し、対面、オンライン会議、チャット、Webアンケート及び施設等に出向いて意見を聴く
方法などの多様な手法を組み合わせながら、本事業に登録したこども・若者（通称：ぷらすメンバー）からの意見聴取を実施し、政
策に反映する。意見聴取に当たっては、こどもの声を引き出すファシリテーターが参画し、事前のアイスブレイクやテーマに関して
わかりやすい説明を行うなど、こどもが意見を言いやすい環境の下で実施する。【継続】

（２）令和５年度に実施する、乳幼児や障害児といった多様なこども若者から意見を聴く在り方についての調査研究の結果を受け、施
設等に出向いて意見を聴く手法について、拡充する。【拡充】

7

３．実施主体等

実施主体：国（委託）



厚労省関係
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地域の実情に応じて、様々な世代やリスク要因に対応した自殺対策を実施する。

＜①地域自殺対策強化事業（地方自治体向け）補助率1/2,2/3,10/10＞
○対面、電話、SNS相談の実施
・自殺予防関連の相談会の開催
・電話やSNS等を活用した相談窓口の設置

○人材養成の支援
・各種相談員の養成
・ゲートキーパーの養成

○適切な情報の発信
・支援情報や自殺相談窓口等に関する情報の周知

○自殺未遂者や自死遺族への支援
・自殺未遂者への継続的支援や自死遺族団体に対する活動支援

○若者の自殺危機対応チームによる支援の実施
等

＜②自殺防止対策事業（民間団体向け）補助率10/10＞
全国的な自殺防止対策に取り組む民間団体が行う
・電話・SNS等による相談活動
・自殺念慮者やハイリスク者に対するアウトリーチ支援
・ゲートキーパーになった者に対する支援 等

の取組を支援。

【事業の目的】
○ 我が国の自殺者数は、21,881人（令和
４年）となっており、依然として高い水
準で推移している深刻な状況にある。

○ 自殺対策基本法に基づき、地域におけ
る自殺の実態及び特性に即した自殺対策
等を支援するために、交付金を交付する
こととしている。

○ 地域の特性に応じた継続的な対策を後
押しし、「誰も 自殺に追い込まれること
のない社会」の実現を目指す。

【事業の概要】
○ 交付金の交付により、地域の実情に応
じた実践的な取組を行う地方自治体や広
く全国に事業を展開する民間団体の取組
を支援する。

地域自殺対策強化交付金
事業概要・目的 事業イメージ・具体例

資金の流れ

地域自殺対策計画に基づく地域の状況に応じた自殺対策
への取組を支援し、自殺念慮者等に対し、その背景にある
様々な要因に応じた「生きる支援」を行うことで、安心・
安全な社会の実現に寄与し、誰もが自殺に追い込まれるこ
とのない社会の実現が期待される。

期待される効果

国 都道府県

民間団体

市区町村

交付申請に
より補助 補助

公募により
選定・補助

令和６年度概算要求額 45.7億円
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こども・若者の自殺危機対応チーム事業の更なる推進

○令和４年（２０２２年）の小中高生の自殺者数は、過去最多の５１４人となっており、自殺予防などへの取組について強化していく必要があ
る。特に、自殺未遂歴や、自傷行為等のあるハイリスク者への危機介入の強化が必要。
○こどもの自殺対策緊急強化プラン（令和５年６月２日決定）や、自殺総合対策大綱（令和４年10月14日閣議決定）においても、こどもの自殺
危機に対応していくチームとして、学校、地域の支援者等が連携し自殺対策にあたることができる仕組みの構築について盛り込まれている。
○こうした状況を踏まえ、こどもの自殺対策の強化の観点から、こどもや若者の自殺危機対応チームの設置によるこどもや若者の困難事案
への的確な対応に向け、今年度から開始したモデル事業を拡充し、より一層取組を推進する必要がある。

３ 実 施 主 体 等

２ 事 業 の 概 要 ・ ス キ ー ム

多職種の専門家で構成される「こども・若者の自殺危機対応チーム」を設置し、市町村等では自殺未遂歴や自傷行為の経験等がある若者への対応
が困難な場合に、助言等を行うモデル事業を実施する。

こども・若者の自殺危機対応チーム（事務局：地域自殺対策推進センター等）
○支援対象者：次の若者のうち、市町村等での対応困難な場合に対応チームによる支援を必要とする者
①自殺未遂歴がある、②自傷行為の経験がある、③自殺をほのめかす言動があり、自殺の可能性が否定できない、
④家族を自殺で亡くしている 等

○構成：精神科医、心理士、精神保健福祉士、弁護士、ＮＰＯ法人 等 ※ケースや地域の実情・課題により必要な人員とする

○内容：地域の関係機関からの支援要請を受けて、以下を実施。
①チーム会議の開催：支援方針・助言等の検討
②支援の実施 ：支援方針に基づく地域の関係機関への指導・助言、現地調査
③支援の終了 ：地域の関係機関への引継

○都道府県・指定都市への取組支援：
厚生労働大臣指定調査研究等法人「いのち支える自殺対策推進センター」が、長野県等の取組に係る情報を整理し、本事業に取り組む都道府県
・指定都市への支援を行う。

補助先：都道府県・指定都市、厚生労働大臣指定調査研究等法人「いのち支える自殺対策推進センター」
補助率：10/10

（52億円の内訳）
地域自殺対策強化交付金 46億円
調査研究等業務交付金 6.0億円

１ 事 業 の 目 的

令和６年度概算要求額 52億円の内数（35億円の内数）※（）内は前年度当初予算額
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１ 事 業 の 目 的

自殺対策に関する調査研究等の体制拡充

令和６年度概算要求額 6.0億円（4.9億円）※（）内は前年度当初予算額

●自殺対策の一層の充実を図ることを目的として、「自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律」に

基づき、「一般社団法人いのち支える自殺対策推進センター（JSCP）」が厚生労働大臣指定調査研究等法人として指定されている。

●令和４年の小中高生の自殺者数が令和２年を越えて過去最多の５１４人となったことを踏まえ、こどもの自殺対策緊急強化プラン（令和５年６月２日決定）や、自殺

総合対策大綱（令和４年10月14日閣議決定）を踏まえた取組等を推進するため、指定調査研究等法人の取組、体制を強化する必要がある。

３ 実 施 主 体 等

２ 事 業 の 概 要 ・ ス キ ー ム

実施主体：厚生労働大臣指定調査研究等法人 「いのち支える自殺対策推進センター」 補助率 ：10/10

〇こどもの自殺対策の強化 【新規】
（１）こどもの自殺に関する情報収集・調査分析の体制強化

こどもの自殺対策の推進に必要なデータ等を収集・分析する体制を強化するため、情報収集・調査分析を担当する職員を増員する。

（２）こども・若者の自殺危機対応チーム事業に取り組む自治体への支援の強化等
こども・若者の自殺危機対応チームを設置し、運営する自治体への支援を強化するため、担当職員を増員するとともに、事例の収集・整理、ガイドラインの策定に
向けた検討等に要する経費を拡充する。

（３）自殺未遂者に対する地域における包括的支援モデル事業に取り組む自治体への支援の強化等
自傷・自殺未遂レジストリに登録された自殺未遂に関する情報の調査分析を実施し、より有効な自殺未遂者支援に活用するため、担当職員を増員するとともに、
自殺未遂者に対する地域における包括的支援モデル事業に取り組む自治体数の拡充を踏まえ、それらの自治体に対する研修の実施に要する経費を拡充する。

〇指定調査研究等法人における体制の拡充 【新規】
（４）著名人の自殺報道等への対応の強化
著名人の自殺報道等について、手段や場所等の詳細を報じることは、その内容や報じ方によってはこどもや若者、自殺念慮を抱えている人に強い影響を与えかねな
いため、担当職員の増員や自殺報道に関する勉強会の開催等により、WHO発行の『自殺報道ガイドライン』 を踏まえた報道が実施されるよう、対応を強化する。

（５）自殺対策に取り組む自治体、民間団体への支援等の強化
自治体職員向けeラーニングの運用及び研修内容の充実、都道府県自殺対策プラットフォームの構築に取り組む自治体職員や自殺対策に取り組む民間団体関係者
に対する研修の企画、実施等に要する経費を確保する。

（６）海外への情報発信、海外の取組の情報収集等を通じた国際連携の推進

日本の自殺対策の取組についての国際的な発信、海外の自殺対策の情報収集等を行い、国際連携の推進を図るため、外国旅費等の経費を拡充する。

11



文科省関係

12



①不登校児童生徒の学びの場の確保の推進
・不登校特例校（※）の設置準備に加え、新たに設置後の運営支援

※名称変更予定 （設置準備：20校、設置後：10校）【拡充】
・校内教育支援センター（SSR）の設置促進（3,600校） 【新規】
・在籍校とつないだり、自宅にいる児童生徒・保護者へ学習・相談支援を行うための
教育支援センターのICT環境の整備(600ヶ所) 【新規】

・教育支援センターにおける多様な相談・支援体制の強化等（中核市を追加）【拡充】

②スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカーの配置充実
・SCの配置（全公立小中学校 27,500校、週４時間）
SSWの配置（全中学校区 10,000校、週３時間）

・重点配置校数の拡充 (SC:7,200→7,800校、週8時間)
(SSW：9,000→10,000校、週6時間) 【拡充】

・上記のうち、より課題を抱える重点配置校の配置時間充実
(SC・SSW:2,000校、週2日8時間) 【新規】

・不登校特例校におけるSC・SSWの配置充実（週5日） 【新規】
・オンラインを活用した広域的な支援体制整備（全都道府県・政令指定都市）

③SNS等を活用した教育相談体制の整備推進

誰一人取り残されない学びの保障に向けた
不登校・いじめ対策等の推進

令和6年度要求・要望額 114億円
（前年度予算額 85億円）

目標
○ 「誰一人取り残されない学びの保障に向けた不登校対策（COCOLOプラ
ン）」（令和5年3月）や「経済財政運営と改革の基本方針2023」（令和5年
6月閣議決定）等に基づき、こども家庭庁等の関係機関とも連携を図りながら、
誰一人取り残されない学びの保障に向けた不登校・いじめ対策等を推進する。

背景・課題
○ 近年、いじめの重大事態の発生件数、不登校児童生徒数、児童生徒の自殺者

数等が増加傾向にあり、また、不登校が長期化しているにもかかわらず、学校内外の
専門機関等で相談・支援を受けていない小・中学生が4.6万人に上るなど、様々な
困難を抱える児童生徒等に対する支援が喫緊の課題。

①いじめ・不登校等の未然防止に向けた魅力ある学校づくりに
関する調査研究

・１人１台端末等を活用した「心の健康観察」の全国の学校での導入推進
（全都道府県・指定都市等） 【新規】

・保護者への相談支援やアウトリーチ等の地域の総合的拠点機能形成
（全都道府県・指定都市） 【新規】

・自殺予防教育の指導モデル開発 【新規】
・いじめ重大事態調査の運用改善に向けた調査研究 【新規】
・心理・福祉に関する教職員向けの研修プログラムの開発 【新規】
・経済的に困窮した家庭の不登校児童生徒に対する経済的支援の在り方
に関する調査研究

②スクールカウンセラー及びスクールソーシャルワーカーの常勤化
に向けた調査研究

・学校外からのいじめ解消アプローチ
・いじめ調査アドバイザー
・こどもの多様な居場所づくり 等

こども家庭庁 主に首長部局を通じた対応いじめ防止対策に関する関係府省
連絡会議
いじめ重大事態の情報共有
誰一人取り残されない学びの保障
に向けた不登校対策推進本部

専門家を活用した教育相談体制の整備・関係機関との連携強化等
10,071百万円（8,461百万円）

文部科学省 ＜令和6年度概算要求の概要＞主に教育委員会を通じた対応

いじめ対策・不登校支援等に関する調査研究【委託】
1,323百万円（50百万円）

【関連施策】
▶公立学校施設の整備、私立学校施設・設備の整備の推進
▶不登校児童生徒個々の実情に対応するために必要な支援に係る教員の加配措置
▶学習指導員等の配置
▶スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーの配置
（私立）私立高等学校等経常費助成費補助金（特別補助）

▶養護教諭等の業務支援体制の充実
▶夜間中学の設置促進・充実
▶高等学校における教育の質確保・多様性への対応に関する調査研究
▶各学校・課程・学科の垣根を超える高等学校改革推進事業

（担当：初等中等教育局児童生徒課） 13※「不登校特例校」については、令和５年８月３１日に「学びの多様化学校」に改称。
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補助制度 • 負担割合：国１/３、都道府県・政令指定都市・中核市２/３
• 実施主体：都道府県・政令指定都市・中核市 ※実施主体に「中核市」を追加
• 補助対象経費：報酬・期末手当、交通費等

• • 負担割合：国１/３、都道府県・政令指定都市・中核市２/３
• 実施主体：都道府県・政令指定都市・中核市
• 補助対象経費：報酬・期末手当、交通費等

求められる
能力・資格

• 児童生徒の心理に関して専門的な知識・経験を有する者
⇒ 児童の心理に関する支援に従事（学教法施行規則）

• 公認心理師、臨床心理士 等

• 福祉に関して専門的な知識・経験を有する者
⇒ 児童の福祉に関する支援に従事（学教法施行規則）

• 社会福祉士、精神保健福祉士等

基盤となる配置 • 全公立小中学校に対する配置 ：27,500 校 ＜週４時間＞ • 全中学校区に対する配置 ：10,000 校 ＜週３時間＞

重点配置 重点配置校 ： 7,800 校 （← 7,200 校）＜週８時間＞ 重点配置校 ：10,000 校 （← 9,000 校）＜週６時間＞

・課題に応じた
配置の充実

> いじめ・不登校対策 ： 3,500 校 （← 2,900校）
> 虐待対策 ： 2,000 校
> 貧困対策 ： 2,300 校

※夜間中学への配置を含む

> いじめ・不登校対策 ： 4,000 校 （← 3,000校）
> 虐待対策 ： 2,500 校
> 貧困対策 ： 3,500 校

※夜間中学・ヤングケアラー支援への配置を含む

より課題を抱える学校に対する連携支援体制強化のための配置時間の充実
：重点配置校のうち 2,000 校 ＜週2日8時間＞ 【新規】

より課題を抱える学校に対する連携支援体制強化のための配置時間の充実
：重点配置校のうち 2,000 校 ＜週2日8時間＞ 【新規】

上記以外の
質の向上、拠点
の機能強化等

• スーパーバイザー ： 90 人
• 不登校特例校（名称変更予定） ： 24 箇所 ＜週５日8時間＞ 【新規】
• 教育支援センター ： 250 箇所
• オンラインによる広域的な支援 ： 67 箇所
• 中学・高校における自殺予防教育の実施 ※支援対象に高校を追加

• スーパーバイザー ： 90 人
• 不登校特例校（名称変更予定） ： 24 箇所 ＜週５日8時間＞ 【新規】
• 教育支援センター ： 250 箇所
• オンラインによる広域的な支援 ： 67 箇所

ＳＣ配置以外
の支援

• SNS等を活用した相談のための相談員の配置
• 「24時間子供SOS電話ダイヤル」の相談員の配置
• 専門性向上のための研修・連絡協議会の開催に係る経費の支援
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スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカー
による教育相談体制の充実

令和6年度要求・要望額 90億円
（前年度予算額 82億円）

児童生徒1000人当たりの
不登校児童生徒数（小中）
※単位：人

義務教育段階の不登校児童生徒数は、平成24年度から9年連続で全体の人数・児童生徒千人当たりの人数ともに増加しており、様々な課題を
抱える児童生徒への早期支援、不登校状態にある児童生徒への手厚い支援に向けた相談体制の充実が必要。
また、社会問題化している昨今の児童虐待相談対応件数の急増等を踏まえ、学校における児童虐待の未然防止・早期発見や、児童虐待発生

時の迅速・的確な対応に向けた相談体制の充実も喫緊の課題。
さらに、「経済財政運営と改革の基本方針2023」等を踏まえ、不登校、重大ないじめ・自殺への組織的な早期対応等に向けた相談体制の充実も

課題。

スクールカウンセラー等活用事業 スクールソーシャルワーカー活用事業
令和６年度概算要求・要望額 6,291百万円(前年度予算額 5,889百万円）

事業開始年度：H7～（委託）、H13～（補助）
令和６年度概算要求・要望額 2,659百万円(前年度予算額 2,313百万円）

事業開始年度：H20～（委託）、H21～（補助）

（担当：初等中等教育局児童生徒課）※「不登校特例校」については、令和５年８月３１日に「学びの多様化学校」に改称。



背景・課題
・不登校児童生徒は９年連続増加（令和３年度の小・中・高等学校の不登校児童生徒数：約30万人）しており、憂慮すべき状況。
・90日以上の不登校であるにもかかわらず、学校内外の専門機関等で相談・指導等を受けていない小・中学生が4.6万人存在。
・令和5年3月、文部科学大臣の下、「誰一人取り残されない学びの保障に向けた不登校対策（COCOLOプラン）」を発表。
・「経済財政運営と改革の基本方針2023」においても「不登校特例校や学校内外の教育支援センターの全国的な設置促進・機能強化」等を明記。

不登校の児童生徒全ての
学びの場を確保し、
学びたいと思った時に学べる
環境を整えます。

心の小さなSOSを見逃さず、
「チーム学校」で支援します。

学校の風土の「見える化」を
通して、学校を「みんなが安
心して学べる」場所にします。

不登校対策COCOLOプラン関連事業

不登校特例校（※）の設置促進 3億円（1億円） ※名称変更予定

・不登校特例校の設置準備に加え、新たに設置後の運営支援(設置準備:20箇所、設置後:10箇所)【拡充】
・SC・SSWの配置充実（週5日）【新規】
・廃校や余裕教室等の既存施設を改修して活用する場合の支援メニューの創設【新規】2,097億円+事項要求の内数

校内教育支援センター（スペシャルサポートルーム）の設置促進 5億円
・校内教育支援センター（SSR）の設置促進【新規】
・学習指導員等の配置充実【拡充】 45 億円の内数（36億円の内数）

教育支援センターのオンライン体制・アウトリーチ機能の強化 8億円
・在籍校とつないだり、自宅にいる児童生徒・保護者へ学習・相談支援を行うための

教育支援センターのICT環境の整備【新規】
・保護者への相談支援やアウトリーチ等の地域の総合的拠点機能形成（全都道府県・指定都市）【新規】

多様な学びの場、居場所を確保等
・関係機関との連携を支援するコーディネーター等の配置 【拡充】
・不登校児童生徒支援協議会等の設置及び教職員研修会等の実施 【拡充】
・夜間中学の設置準備・運営支援及び教育活動の充実【拡充】
・高等学校における教育の質確保・多様性への対応に関する調査研究【拡充】1.1億円の内数(0.8億円の内数)
  ・各学校・課程・学科の垣根を超える高等学校改革推進事業【新規】2億円の内数

１人１台端末を活用した心や体調の変化の早期発見を推進 6億円
・１人１台端末等を活用した「心の健康観察」の全国の学校での導入推進 （全都道府県・指定都市等）【新規】
「チーム学校」による早期支援を推進 90億円（82億円）
・SC・SSWの配置及び重点配置校数の拡充、より課題を抱える学校の配置時間充実【新規】
一人で悩みを抱え込まないよう保護者を支援
・SC・SSWの配置（再掲）、保護者学習会等の実施を支援【拡充】

学校で過ごす時間の中で最も長い「授業」を改善（子供たちの特性に合った柔軟な学びを実現）
・校内教育支援センターの設置促進及び学習指導員等の配置充実（再掲）
快適で温かみのある学校としての環境整備
・公立小・中学校等の施設整備を行う自治体に対し、その一部を支援 2,097億円＋事項要求の内数（687億円の内数）

令和6年度要求・要望額 115億円
(前年度予算額 86億円)

（担当：初等中等教育局児童生徒課）

※内数を除く

※「不登校特例校」については、令和５年８月３１日に「学びの多様化学校」に改称。



孤独室関係
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7月 7日～７月14日 第1期試行
8月30日～９月 6日 第2期試行
12月1日～２日 いのちの日に試行
12月28日～1日４日 年末年始に試行
※試行終了後、分析、検証、プラットフォーム分科会で今後の方策の検討

〇 長引くコロナ禍や物価高騰等を踏まえ、孤独・孤立で悩む方へのきめ細やかな対応が課題。
〇 孤独・孤立に関する個人の悩みは複雑化・多様化。一方、相談窓口は分野やエリアに応じた様々なものが存在。
〇 相談窓口へのアクセスの容易化、相談ニーズへの迅速な対応のため、NPOなど関係団体が連携して、統一的に24時間
相談を受け付ける窓口体制(「孤独・孤立相談ダイヤル」＃9999)や相談と支援をつなぐ連携の強化を試行中。

孤独・孤立相談ダイヤル（統一的な相談窓口体制の推進）

第２期の状況
〇呼出件数：10,353件、接続完了：1,998件、応答率：19.3％
〇利用者が選択できる分野は８、以下の順に多かった。

①孤独・孤立での悩み ②死にたいほどつらい気持ち ③生活困窮
〇 応答率は、孤独・孤立:27.3％（10.5%） （※（ ）は第1期）

死にたいほどつらい気持ち:78.6％ (86.9%)
生活困窮：47.1％（12.6%）

〇 つなぎに関して調整した深刻な相談対応：30件

⇒ 統一的・総合的な相談支援体制の本格実施に向け、取組を継続

第１期の状況
〇 呼出件数:14,678件、接続完了:3,823件、応答率:26.0％
〇 利用者が選択できる分野は８、以下の順に多かった。

①孤独・孤立での悩み ②死にたいほどつらい気持ち ③生活困窮
〇 つなぎに関して調整した深刻な相談対応：38件
〇 相談者の年代（推定）は、中高年の利用が８割。
〇 相談の類型は、心の病気や不調、自分の悩みを話せる場所がない、暮らし・
お金、家庭や家族、同居人との関係、死にたい・消えたい気持ちの順に多かった。

12月１日(いのちの日）の状況

〇 官民連携プラットフォームの担当幹事団体が本試行の実施に向けて企画、検討。
〇 相談対応、地域での支援については、官民連携プラットフォーム加入団体が協力。
〇 関係省庁、電気通信事業者、各自治体、警察、自立相談支援機関等の協力を得て実施。
〇 音声ガイダンスにより、利用者が分野を選択し、分野ごとの相談窓口につなげる。

実施体制

〇ねらい：いのちの日に合わせ、「孤独・孤立での悩み」に特化した相談日とし、
広く協力を募り体制を強化するとともに、体制強化と合わせ、効果的に広報。

〇呼出件数：813件、接続完了：489件、応答率：60.1％
（参考）18歳以下 呼出件数 65件（49件）

〇利用者が選択できる分野は２
応答率は、18歳以下:60.0％（26.5%） （※（ ）は第2期）

18歳より上：78.4%（27.3%）
〇 つなぎに関して調整した深刻な相談対応：12件

実施状況

年末年始の状況
〇ねらい：既存の窓口の多くが閉まり、利用者のニーズが高まる時期に実施。
〇呼出件数：26,567件、接続完了：1,165件、応答率：4.4％
〇利用者が選択できる分野は３

応答率は、18歳以下:57.8％
性別の違和等18.3％
孤独・孤立：6.1％

〇 つなぎに関して調整した深刻な相談対応： １7件
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あなたはひとりじゃない（孤独・孤立対策ウェブサイト）
一般向けページ

（サイトトップページ）
18歳以下向けページ
（サイト内ページ）

https://notalone-cas.go.jp/ https://notalone-cas.go.jp/under18/【URL】 【URL】

【サイトバナー・QRコード】【サイトバナー・QRコード】

自動応答によるチャットボットにより、約150の国
の支援制度や相談窓口の中から、利用者の悩みに応
じたものを紹介する機能や、悩みを抱えている方向
けのFAQや専門家からのヒント等を掲載。

FAQ 専門家からのヒント

自動応答によるチャットボットにより、利用者の
悩みに応じた相談窓口を紹介する機能や、悩みを
抱えている方向けのQ＆A等を掲載。

悩みに対応する相談窓口を紹介

悩みを抱えている方の質問や回答

悩みに対応する国の支援制度・相談窓口を紹介

令和３年
８月17日公開

令和３年
11月２日公開
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